
平成１７年智頭町条例第 号

智頭町立中学校等設置条例の一部を改正する条例

智頭町立中学校等設置条例(昭和３９年智頭町条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用の許可）

第４条 学校施設（学校の建物その他

工作物及び土地（学校のために貸借

権、使用貸借による権利その他当該

工作物又は土地を使用する権利が設

。） 。定されているものを含む をいう

以下同じ ）を使用しようとする者。

は、次に掲げる事項を記載した申請

書を使用しようとする学校施設の学

校の長を経由して、教育委員会（以

下「管理者」という ）へ提出し、。

許可を受けなければならない。

(１) 使用者の住所、氏名

(２) 使用する施設名

(３) 使用の目的

(４) 使用の日時

(５) 使用予定人員

（記載事項の変更)

第５条 前条の許可を受けた者（以下

「使用者」という ）が申請書の記。

載事項を変更しようとするときは、

前条の手続きにより管理者の承認を

受けなければならない。

（使用許可の条件)

第６条 管理者は、必要があると認め

、 、たときは 第４条に規定する許可に



学校施設の管理のため必要な範囲内

で条件を付すことができる。

（使用料)

第７条 使用者は、別表に定める使用

料を前納しなければならない。

（使用料の減免)

第８条 使用料は、規則に定めるとこ

ろにより減免することができる。

（使用料の不還付)

、 。第９条 既納の使用料は 還付しない

ただし、使用者の責めに帰すること

のできない理由により使用すること

ができない場合その他管理者が特に

やむを得ない事由があると認めた場

合は、既納の使用料の全部又は一部

を還付することができる。

（目的外使用権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、学校施設を許可目

的以外の目的に使用し、又その使用

する権利を譲渡し、若しくは転貸し

てはならない。

（造作等の制限)

第11条 使用者は、特別の設備をし、

又は造作を加えようとするときは、

あらかじめ、管理者の許可を受けな

ければならない。

（使用の取消し)

第12条 管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、使用の許可を

停止し、若しくは取り消し、又は退

去させることができる。



(１) 法令又はこの条例若しくはこの

条例に基づく規則に違反したと

き。

(２) 使用許可の条件に違反したと

き。

(３) 公共の福祉を害するおそれがあ

ると認められるとき。

(４) 管理者が管理上支障があると認

めたとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用を停止された

とき、若しくは使用の許可を取り消

されたとき、又は使用を終わったと

きは、直ちに、使用場所を原状に復

して返還しなければならない。

２ 使用者が、前項の義務を履行しな

いときは、管理者がこれを執行し、

その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 学校施設に損害を与えた者

、 。は これを賠償しなければならない

２ 前条の規定により使用の停止又は

取消しによって使用者が損害を被っ

、 、 。ても 町は 賠償の責めを負わない

（委任）

第15条 この条例の施行に関し必要な

事項は、教育委員会規則で定める。

別表（第７条関係）

智頭町立中学校等使用料表

（表については別紙参照）



附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。



別表（第７条関係）

智頭町立中学校等使用料表

種 類／区 分 使 用 料

智頭町立智頭中学校体育館 １時間につき ４００ 円

智頭町立智頭小学校体育館 １時間につき ２００ 円

智頭町立山形小学校体育館 １時間につき ２００ 円

智頭町立那岐小学校体育館 １時間につき ２００ 円

智頭町立土師小学校体育館 １時間につき １００ 円

智頭町立富沢小学校体育館 １時間につき １００ 円

智頭町立山郷小学校体育館 １時間につき １００ 円

備考 １時間未満は、１時間とする。


